
男女共同参画相談員（非常勤職員）の募集について 

鹿児島県では，かごしま県民交流センター内に設置している「鹿児島県男女共同参画セン

ター」 において，相談業務に従事する非常勤職員（男女共同参画相談員）を募集します。

１ 募集職種・人員等 

１ 職種（職名） 

男女共同参画相談員 

２ 業務内容 

・ 男女共同参画を阻害する行為等に関する相談（夫婦や親子，生き方，健康，対人関係に関 

する問題などの相談）に対し，電話や面接で相談者による自己解決のための助言等支援を 

行うとともに，必要に応じ関係機関等への照会などを行う。 

・ ＤＶ被害者の相談に応じる等、配偶者暴力相談支援センターの業務を行う。 

３ 採用予定人員 

１ 名 

４ 勤務場所 

鹿児島県男女共同参画センター（かごしま県民交流センター内） 

２ 応募資格 

次のすべてに該当すること 

・ 男女共同参画社会の実現に理解と熱意を有する方 

・ 心理，福祉，医療，教育等の分野で学識又は実務の経験を有する方 

３ 応募方法 

１ 応募書類 

ａ 男女共同参画相談員（非常勤職員）申込書 

※３か月以内に撮影した写真を貼付すること。 

ｂ 作文（自筆） 

・ 「男女共同参画社会の実現のために」をテーマに８００字程度 

・ 様式は自由 

・ 最初の行に氏名を記入すること。 

ｃ ８２円切手を貼った返信用封筒(中封筒) 

申込者の住所，氏名を記載したもの 

なお，提出された書類は返却いたしません。 

２ 申込先 

ａ 直接申込みの場合 

鹿児島県男女共同参画センター（かごしま県民交流センター２階事務室内 男女共同参画推

進課）へ午前８時３０分から午後５時１５分までにお届けください。 

ただし，平成３１年３月２５日（月），４月１日（月），４月８日（月）は休館日です。 

ｂ 郵送の場合 

〒８９０-０８１６  鹿児島市山下町 14-50  鹿児島県男女共同参画センター宛て 



３ 受付期間 

平成３１年３月２２日（金）～平成３１年４月９日（火）  〈必着〉 

４ 選考方法 

１ 一次選考 

一次選考の結果（合否）は，平成３１年４月１１日（木）までに電話連絡するとともに，応募の際に提

出していただく返信用封筒で，発送し，通知します。 

２ 二次選考 

筆記・面接は，平成３１年４月１６日（火）に，かごしま県民交流センター会議室で行います。 

面接の詳細は，一次選考合格通知と併せて通知します。 

５ 最終合格者の発表 

最終結果（合否）は，平成３１年４月１７日（水）までに，文書等で本人あてに通知します。 

   選考結果の公表は行いません。 

６ 合格から採用まで 

最終合格者については，健康診断書を提出していただき，業務遂行に際し健康上の支障がない場合に，

採用とします。 

採用は，平成３１年５月１日からの予定です。 

（今回の委嘱期間は平成３２年３月３１日までとする。更新なし。） 

７ 勤務条件 

１ 勤務日

１週５日（ただし，土曜日，日曜日，祝日の勤務もあります。） 

２ 勤務時間 

ａ １日の勤務時間 

午前９時から午後５時３０分までの間の６時間３０分 

（ただし，火曜日は午前９時から午後８時３０分までの間の６時間３０分となることがあります。  

また，業務の都合により，勤務時間の割り振りを変更する可能性や時間外勤務が発生する可

能性があります。） 

ｂ １週の勤務時間  

 ３２時間３０分 

３ 報酬 

日額 ７，１９０円程度 （出勤日は月２０日程度） 

４ 通勤に要する費用 

支給あり（一般職の職員の通勤手当に相当する額） 

５ 社会保険 

健康保険，厚生年金保険，雇用保険に加入（個人負担分の保険料については報酬から控除） 

８ 問合せ先 

鹿児島県男女共同参画センター（かごしま県民交流センター 男女共同参画推進課） 

TEL:099-221-6603 ， FAX:099-221-6640 ， E メール： p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp 


